
平成 20 年３月まで 平成 20 年４月から

医療分 介護分 支援分 介護分

老人保健
拠出金

　　【限度額】９万円
　４０歳～６４歳の

  被保険者

医療分

【限度額】１２万円 　　【限度額】９万円
　４０歳～６４歳

の被保険者

後期高齢者医療制度に支援
【限度額】５６万円 【限度額】　４７万円

被保険者全員で負担
75 歳以上の人と一定の障害
のある 65 歳以上の人を含む

  老人保険制度へ
拠出 医療分と支援分は 0 歳～ 74 歳の被保険者で負担

平成 20 年 4 月から 75 歳以上の人（一定の障害のある人を含む）は、広
域連合の定める保険料を納めます。

改正後 医療分 + 支援分
（新税率） + 介護分 ＝ 保険税

改正前 医療分 + 介護分 ＝ 保険税

　

こ
れ
ま
で
は
、
職
場
の
健
康
保

険
（
社
会
保
険
等
）
等
に
加
入
さ

れ
る
場
合
を
除
い
て
、
年
齢
に
関

わ
ら
ず
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
ま
し
た
が
、
制
度
改
正
に

よ
っ
て
、
75
歳
以
上
の
高
齢
者
世

代
の
人
は
、
独
立
し
た
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
に
と
も
な
い
、
高
齢

者
世
代
の
医
療
費
へ
の
負
担
の
仕

組
み
も
見
直
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
、

老
人
保
健
へ
の
拠
出
金
を
国
民
健

康
保
険
税
の
「
医
療
保
険
分
」
に

含
め
て
算
定
す
る
方
法
か
ら
、
現

役
世
代
が
負
担
す
べ
き
費
用
を

「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
分
け

て
算
定
す
る
方
法
に
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

　

平
成
20
年
度
か
ら
、
国
民
健
康

保
険
税
を
「
医
療
保
険
分
」「
後

期
高
齢
者
支
援
金
分
」「
介
護
保

険
分
（
40
歳
か
ら
64
歳
）」
と
し

て
算
定
す
る
よ
う
に
変
わ
り
ま

す
。
こ
の
改
正
に
と
も
な
い
、
保

険
税
の
限
度
額
も
見
直
さ
れ
ま

す
。

算
定
方
法
の
改
正

　

こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
税

は
、「
医
療
分
」
と
「
介
護
分
」

の
合
算
額
で
し
た
が
、
平
成
20
年

度
か
ら
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
を
支
援
す
る
た
め
の
「
支
援

分
」
が
加
わ
り
、
次
の
３
区
分
の

合
算
額
に
な
り
ま
す
。

①
医
療
給
付
費
分
に
係
る
課
税
額

（
医
療
分
）

②
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
に
係

る
課
税
額
（
支
援
分
）

③
介
護
納
付
金
分
に
係
る
課
税
額

（
介
護
分
）

　

年
金
か
ら
天
引
き
で
保
険
税
を

徴
収
す
る
仕
組
み
を
「
特
別
徴

収
」、
本
人
が
窓
口
や
口
座
振
替

で
保
険
税
を
支
払
う
仕
組
み
を

「
普
通
徴
収
」
と
呼
び
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
者
は
、
世
帯

主
（
疑
主
世
帯
主
を
除
く
）
の
年

金
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
が
天
引

き
で
徴
収
さ
れ
ま
す
。

特
別
徴
収
対
象
者
世
帯

①
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満

で
あ
る
こ
と
。

②
国
民
健
康
保
険
世
帯
主
が
、
年

額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し

て
い
る
こ
と
。

③
世
帯
主
の
国
民
健
康
保
険
税
と

介
護
保
険
料
と
の
合
算
額
が
、
年

金
支
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な

い
こ
と
。

※
上
記
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す

場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
税
は
国

民
健
康
保
険
世
帯
主
の
年
金
か
ら

特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
以

外
の
場
合
は
、
今
ま
で
ど
お
り
の

納
付
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

役
場
税
務
課
国
保
税
係

℡
０
９
９
６
‐
８
６
‐
１
１
１
１

内
線
１
１
２
６

国
民
健
康
保
険
税
の
算

定
方
法
が
変
わ
り
ま
す

10 月から国民健康保険税の特別徴収（年金からの天引き）がはじまります
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